
 

第 55 期（第６回）高知地方最低賃金審議会 

 

日 時 令和８年５月 27 日 

場 所 高 知 労 働 局 

 

議  事  次  第 

１ 開 会 

２ 議 事 

(1) 審議会運営規程及び会議公開要綱について 

(2) 今後の審議会の運営について 

(3) その他 

３ 閉 会 
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（令和７年４月１日任命）

氏 名 　 現 職

　高知工科大学経済・マネジメント学群教授

　高知県立大学文化学部教授

　弁護士

　弁護士

　社会保険労務士

　JAMヤンマーアグリ労働組合高知支部長

　とさでん交通労働組合執行委員長

　エム・セテック労働組合執行委員長

 

　高知福山通運労働組合執行委員長

　日本労働組合総連合会高知県連合会副事務局長

　株式会社特殊製鋼所代表取締役社長

　高知県経営者協会専務理事

　グッドラックカンパニー株式会社代表取締役社長

　株式会社土佐電子専務取締役

　宮地電機株式会社代表取締役社長

（五十音順）
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令和８年度 

高知地方最低賃金審議会事務局名簿 

 

 

高知労働局     令和８年４月１日 

職 名 氏  名 

労 働 局 長 池田
い け だ

 邦彦
くにひこ

 

労働基準部長 中原
なかはら

 慎一
しんいち

 

賃 金 室 長 前田
ま え だ

 典子
の り こ

 

賃金室長補佐 西山
にしやま

 重
しげ

位
い

 

 

事務局 

〒781-9548 

高知市南金田１番３９号 

高知労働局労働基準部賃金室 

電話番号 088-885-6024（直通） 
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高知地方最低賃金審議会運営規程 
 

（目的） 

第１条 

 

高知地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低賃金

法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときのほか、高知

労働局長(以下「局長」という。)、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者

代表委員及び公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求

があったとき、会長が招集する。 

   ２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付

議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しな

ければならない。 

   ３ 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、

少 なくとも３ 日 前 までに、付 議 事 項 、日 時 及 び場 所 を委 員 に通 知 すると

ともに、局長に通知するものとする。 

 

（小委員会） 

第３条 会長は、審議会の議決により特定の議案について事実の調査をし、又は細目

にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（委員の出席等） 

第４条 委員は、会長が必要であると認めるときは、ウェブ会議システム(映像と音声の

送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムを

いう。次項においても同じ。)を利用する方法によって、会議に出席することができ

る。 

  ２ ウェブ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令

第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

  ３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長

に適当な方法で速報するものとする。 

   ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときは、あらかじめ会長に

適当な方法で通知するものとする。 

 

（会議の議事） 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

   ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとす

る。 

   ３ 審議会は、会長が必要であると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。 
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ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある

場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

場合には、審議会の議決により、会議を非公開とすることができる。 

   ２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な

措置をとることができる。 

   ３  前項２項の規定は、小委員会等について準用する。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録は、会長及び会長が指名し

た委員２名が確認する。 

   ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。 

ただし、公開することにより、個人の情報の保護に支障を及ぼすおそれがある

場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。  

   ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

   ４ 前３項の規定は、小委員会について準用する。 

 

（意見の提出） 

第８条 会長は、審議会において、議決を行ったときは、議決書又は答申書を局長に

提出するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

 

 附則 

（施行期日） 

  この規程は、平成 27 年５月 22 日から施行する。 

 一部修正 令和３年６月 25 日 

 一部修正 令和４年６月 28 日 
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高知地方最低賃金審議会会議公開要綱 
 
第１条 この要綱は、高知地方最低賃金審議会の本審議会、専門部会及び小委員会の

会議（以下「審議会等」という。）の公開に関し高知地方最低賃金審議会運営

規程（以下「運営規程」という。）及び専門部会運営規程（以下「部会運営規

程」という。）の定めによるほか、その具体的な取扱について定める。 
 
第２条 運営規程第６条及び部会運営規程に基づく会議の公開又は非公開の決定は

各審議会等において行う。 
 
第３条 公開する審議会等の開催日時、場所及び傍聴者の募集については、原則とし

て審議会等の開催日の１０日前までに（その日が閉庁日の場合はその直前の開

庁日）に、高知労働局において掲示及びホームページに掲載する。 
 

第４条 審議会等の傍聴を希望する者は、原則として審議会等の開催日の６日前（そ

の日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）までに、メール又ははがきにより労

働基準部賃金室あてに申込むものとする。 
ただし、介助者が必要な場合は、申込書にその旨及び介助者の氏名を記入す

るものとする。 
 
第５条 傍聴者は、原則として６名以内とする。 

２ 傍聴を希望する者がこの数を超える場合は、抽選とする。 
３ 抽選結果については、当選者にメール又は書面で通知する。ただし、緊急の

場合は電話で通知することができる。 
４ 傍聴は申込者（抽選の場合は当選者）本人のみとする。ただし、前条に規定

する介助者についてはこれを認める。 
 
第６条 公開する審議会等ごとに傍聴者名簿を作成する。 
 
第７条 傍聴者には、傍聴整理券を発行する。 

２ 傍聴者は、審議会開始の１０分前までに、傍聴整理券と同一番号の傍聴者席

に着席するものとする。 
３ 傍聴者には、別添の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」を周知させるもの

とする。 
 
第８条 審議中に、審議会傍聴に当たっての遵守事項に反する行為があれば、違反者

に対し事務局から是正を求め、従わない場合は退去を求めるものとする。 
２ 退去要求に従わず審議の妨害を続ける場合は、事務局から庁舎退去命令を発

出する。 
３ 庁舎退去命令にも従わない場合には、所轄警察署へ連絡し強制排除を行うこ

ととする。 
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第９条 公開する審議会等であっても、会長又は部会長は会議の一部を非公開とする

ことができる。 
 
第 10 条 審議会等の会議を公開する場合には、第４条及び第５条の規定にかかわら

ず、報道関係者については、席が許す限り取材を認めることとする。この場合

であっても撮影及び録音は、審議会開始直前までとする。 

 

第11条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、

審議会等に諮って会長又は部会長が定める。 

 
附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１３日から施行する。 

    一部修正 令和８年３月１２日 
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開催年月日 議　　　　事

R7.5.28 本審議会 第1回
・会長及び会長代理の選出について
・今後の審議会の運営について

R7.5.28 運営小委員会 第1回

・高知県最低賃金改正決定の審議運営及び中央最低賃金審議会の
　目安の取扱いについて
・特定最低賃金〔電子・貨物〕の審議運営について
・事業場視察について
・高知県最低賃金改正調査審議における意見陳述について

R7.7.18 本審議会 第2回 ・「高知県最低賃金」改正決定について（諮問）

R7.8.4 委員全員協議会 第1回 ・高知県最低賃金改正審議に関する意見聴取

R7.8.4 本審議会 第3回
・中央最低賃金審議会における「令和７年度地域別最低賃金額改定の
　目安」の伝達について
・特定最低賃金の改正決定の申出について

R7.8.4 地域最賃専門部会 第1回
・部会長及び部会長代理の選出について
・労使の基本的主張

R7.8.5 地域最賃専門部会 第2回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.7 地域最賃専門部会 第3回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.12 地域最賃専門部会 第4回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.14 地域最賃専門部会 第5回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.18 地域最賃専門部会 第6回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.19 地域最賃専門部会 第7回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.22 地域最賃専門部会 第8回 ・高知県最低賃金の改定審議

R7.8.29 地域最賃専門部会 第9回 ・高知県最低賃金の改定審議　結審・答申(全会一致)

R7.9.17 本審議会 第4回
・高知県最低賃金専門部会の結果報告について
・高知県最低賃金審議会の意見に関する異議申出について
・高知県最低賃金専門部会の廃止について

R8.3.12 本審議会 第5回
・特定最低賃金の金額改正の申出に係る意向確認について
・適用事業所数及び適用労働者数（電子・一般貨物）について

　　　　　　　　　令和７年度　高知地方最低賃金審議会　審議状況　　　　　     　　　

会　議　名　称
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5/28　①本審 5/28　①運小 　

7/18 7/18 7/18 ・ ・

（7/28締切） （7/28締切）
・

7/18　②本審 ・

7/28 県労連 7/22 連合 ・
「高知県最低賃金」改正決
定について（諮問）

7/22 経協 ・ 8/4 ①専門部会

・

8/4 県労連 ・

・ 労使の基本的主張

7/29 任命 8/5  ②専門部会
・ 改定審議、目安伝達

8/5 目安伝達 8/7  ③専門部会

8/4　①全員協議会 ・ 改定審議

・ 8/12  ④専門部会
・ 改定審議

8/4　③本審 8/14　⑤専門部会

・
・ 改定審議

8/18　⑥専門部会

8/29（結審）

・ 特定最低賃金の改正決定
の申出について

・

・

改定審議
8/19　⑦専門部会
改定審議

8/22　⑧専門部会

・ 改定審議

8/29　⑨専門部会

・
・ 8/29(9/16締切） ・

県労連から 9/16提出

9/17　④本審

9/17 ・ 専門部会報告 ・

・

平成20年度:６回

9/17 平成21年度:６回

・ 平成22年度:５回

平成23年度:５回

平成24年度:５回

平成25年度:５回

平成26年度:４回

9/29[官報公示] 平成27年度:４回

平成28年度:４回

平成29年度:４回

平成30年度:４回

12/1 令和元年度:４回

令和２年度:５回

令和３年度:６回

令和４年度:６回

3/12　⑤本審 令和５年度:７回

・ 令和６年度:６回

令和７年度:９回

・

　

令和７年度地域別最低賃金決定に係る審議会の運営状況等

審議会
運営小委員会
特別小委員会

公益委員
会議

地　　域
専門部会

諮問
意見書提出

の公示
専門部会委
員推薦公示

会長及び会長代理の選出
について

今後の審議会の運営につ
いて

意見書提出 推薦書提出

高知県最低賃金
改正決定の審議運
営及び中央最低
賃金審議会の目安
の取扱いについて

高知県最低賃金改正審議
に関する意見聴取

部会長及び部会長代理
の選出について

事業場視察につい
て

高知県最低賃金
改正調査審議にお
ける意見陳述につ
いて

審議会
の意見

調査審議

令和7年度地域別最低賃金
額改定の目安について

答 申

答申要旨公示

中賃の目安
答申8/4

任　　命

特定最低賃金〔電
子・貨物〕の審議運
営について

局長が行う
事　　項

審議会が
行う事項

労働者又は
使用者が
行う事項

関係労使の
意見聴取

決定

決定の公示

効力発生

異　議
の申立

適用事業所数及び適用労
働者数（電子・貨物）につい
て

特定最低賃金の金額改正
の申出に係る意向確認につ
いて

高知県最低賃金審議会の
意見に関する異議申出に
ついて

高知県最低賃金専門部会
の廃止について

改定審議
結審・答申(全会一致)

専門部会開催回数の推
移
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6/25

 3/10　⑫本審

7/11 ・

・

8/4　③本審

・

 3/12　⑤本審

・

・ 適用事業所数及び適用労働者数
（電子・貨物）について

　　

　 　

　 　

令和７年度特定最低賃金決定に係る審議会の運営状況等

電子(電機連合高知地域
協議会より)

貨物(全日本運輸産業労
働組合連合会高知県協
議会より）

特別小委員会審　議　会

特定最低賃金の金額改正の申出に
係る意向確認について

改定の申出

必要性答申

必要性諮問

高知県電子部品等製造業最低賃金
及び高知県一般貨物自動車運送事
業最低賃金の金額改正に係る必要
性について(諮問見送り)

適用事業所数及び適用労働者数
（電子・貨物）について

特定最低賃金の金額改正の申出に
係る意向確認について

関係労使の
意見聴取

必要性審議

諮問見送り
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